
ってなに？

知的財産権に関することなら
何でもご相談ください!

平成30年度 独立行政法人 工業所有権情報・研修館請負事業

〒030-0801 青森市新町二丁目４番１号 青森県共同ビル８階
青森県知的財産支援センター内

一般社団法人青森県発明協会

☎ 017-762-7351
まずは お電話ください

パソコン操作が苦手な方でも接続までは、青森の担当者がサポートします。

平日の９：００～１７：００の間、むつ商工会議所内の個室で、テレビ電話を使って、
商品や資料などを一緒に見ながら青森の担当者に相談ができます。

個室になっているため、安心して相談ができます。

無料相談日以外も無料で相談できます。

ネーミングやロゴマークの
商標登録って自分で
できるの？

パッケージの
デザインをまねされたく
ないんだけど・・・

発明したものが
あるんだけど・・・
特許とれますか？

窓口支援担当者

相 談 者

※平成３０年８月２０日からは、県庁北棟に移転します。

INPIT青森県知財総合支援窓口

むつ商工会議所内に開設中！

お気軽にご利用ください！

特許の相談、したいけど、
青森の窓口が遠い・・・

えっ！商標権侵害？
警告書が届いた
どうしよう・・・



INPIT青森県知財総合支援窓口

平成３０年度 むつ会場無料相談会日程

【会場】むつ商工会議所 ☎ 0175 - 22 - 2281

お任せください!!

一般社団法人青森県発明協会

017-762-7351
〒030-0801
青森市新町二丁目４番１号 青森県共同ビル８階

青森県知的財産支援センター内

まずは お電話ください

４月 終了しました ８月 ８日（水） １２月 １２日（水）

５月 ９日（水） ９月 １２日（水） １月 9日（水）

６月 １３日（水） １０月 １０日（水） ２月 １３日（水）

７月 １１日（水） １１月 １４日（水） ３月 ６日（水）

【時間】１３：００～１７：００

相談を希望する場合は、予約が必要となりますので下記にご連絡ください。

※平成３０年８月２０日からは、県庁北棟に移転します。

こんな知的財産についての

疑問やお悩みを相談したい場合は 、

下記の無料相談会をお気軽にご利用ください 。

● 発明したもので特許をとりたいけど・・・

● 商品名やロゴマークの商標登録をしたいけど、どうやるの？

● 自社商品と同じ名前で販売している事業者がいるので
何とかしたい・・・ 等

知的財産の専門家（弁理士）がお待ちしています！


